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第３章 ７つの戦略分野の基本方針と目標とする成果 

成長を支えるプラットフォーム 

 

（７）金融戦略  

 

【2020 年までの目標】 

『官民総動員による成長マネーの供給』 

『企業のグローバルなプレゼンス向上』 

『アジアのメインマーケット・メインプレーヤーとしての地位の確立』 

『国民が豊かさを享受できるような国民金融資産の運用拡大』 

 

 成長戦略における金融の役割は、①実体経済、企業のバックアップ役としてその

サポートを行うこと、②金融自身が成長産業として経済をリードすることである。

2020 年までの期間において、これら２つの役割を十分に果たしうる金融を実現し、

実体経済と金融との新たな「Win－Win」の関係を目指す。 

 そのために、大企業、中堅企業、中小企業、個人事業者、海外での本邦企業活

動、国内プロジェクト、海外プロジェクトなど、投融資や支援対象のカテゴリー・特性

に適した成長資金が供給できる金融産業を構築する。長期的な視点で、イノベーシ

ョン重視の経営をサポートできるように、「金融システムの進化」を目指す。 

 また、金融自身も成長産業として発展できるよう、市場や取引所の整備、金融法

制の改革等を進め、ユーザーにとって信頼できる利便性の高い金融産業を構築す

ることによって、金融市場と金融産業の国際競争力を高める。 

 具体的には、ユーロ市場と比肩する市場を我が国に実現するため、プロ向けの

社債発行・流通市場を整備するとともに、外国企業等による我が国での資金調達

を促進するための英文開示の範囲拡大等を実施する。あわせて、中堅・中小企業

に係る会計基準・内部統制報告制度等の見直し、四半期報告の大幅簡素化など、

所要の改革を 2010 年中に行う。また、国民金融資産を成長分野や地域に活用す
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るための方策として、民間金融機関の積極的な取組を促す。さらに、政府系金融

機関・財政投融資等の活用やファンドスキームの活用・検討など、官民総動員によ

る対応を進める。 

 これらの取組を含め、アジアを中心とした新興国が牽引する世界経済の成長に、

我が国がアジアの金融センターとして大いに関与しつつ、国民の金融資産の運用

を可能とする「新金融立国」を目指し、2010 年中から速やかに具体的なアクション

を起こす。 

 

≪21 世紀日本の復活に向けた 21 の国家戦略プロジェクト≫ 

成長を支えるプラット・フォーム 

 

Ⅶ．金融分野における国家戦略プロジェクト 

 

21．総合的な取引所（証券・金融・商品）の創設を推進 

 

 「新金融立国」に向けた施策として、証券・金融、商品を扱う取引所が別々に設

立・運営されているという現状に鑑み、2013 年度までに、この垣根を取り払い、全

てを横断的に一括して取り扱うことのできる総合的な取引所創設を図る制度・施策

の可能な限りの早期実施を行う。 

 総合的な取引所においては、市場としての機能を再生・発展させるため、投資

家・利用者の利便性を第一の仕組みとし、「国を開き」、世界から資本を呼び込む

市場を作り上げるための具体的な対応をできるだけ速やかに実行することにより、

アジアの資金を集め、アジアに投資するアジアの一大金融センターとして「新金融

立国」を目指す。 
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早期実施事項
（2010年度に実施する事項）

Ⅶ 金融戦略

2011年度に
実施すべき事項

2013年度までに
実施すべき事項

2020年までに実現すべ
き成果目標

（１）成長企業等への多様な資金調達が可能な金融市場の実現

１．我が国企業・産業の成長を支える金融等

（２）地域・成長企業等に対する円滑な資金供給の実現

外国企業等による英文開示の範囲拡大等

四半期報告の大幅簡素化

・将来の成長可能性を重視した金融機関の取組を促進
するため、監督指針上の対応の実施

・地域密着型金融の更なる推進も継続

経営者以外の第三者の個人連帯保証を求めないことを
原則とする融資慣行を確立し、また、保証人の資産・収
入を踏まえた保証履行時の対応を促進するため、民間
及び政府系の金融機関に対し監督上の措置を実施（監
督指針の改正等）

銀行の投資専門子会社による劣後ローンの供給の解禁

取引所における業績予想開示の在り方の検討

国際的な金融規制改革への積極的な対応

制度整備の実施

検査・監督によるフォローアップ

・検査・監督によるフォローアップ
・経営者自身による事業の説明能力の向上等に向けて中小
企業庁と金融庁が連携

銀行本体によるファイナンス・リースの活用の解禁、コミッ
トメントライン契約の適用対象の拡大等に向けた制度の
検討

制度整備の実施

取引所の取組の慫慂

会計基準・内部統制報告制度等について、中堅・中小企
業の実態に応じたものとなるような見直し

プロ向け社債発行・流通市場の整備

具体的施策の実施新興市場等の信頼性回復・活性化策の検討

政府系金融機関・財政投融資等の活用によるリスクマ
ネー供給の促進・成長戦略分野への重点的な資金供
給・地域金融の活性化

経済活性化を担うファンドの有効活用に向けた事業環
境整備（郵貯・簡保等の国民金融資産の運用に関する
見直しの慫慂を含む。）

官民総動員によ
る成長マネーの
供給

法制面での更なる対応の必要があれば、制度整備
の実施

日本銀行による成長基盤強化を支援するための資金供
給を積極的に利用するよう慫慂
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